
群馬県行政改革大綱実施計画 平成28年6月現在

【具体的な取組】

①電子申請等受付システムの活用の促進〔取組所属：◎情報政策課、申請等手続所管所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

イ
利用可能手続についての県民等
への周知

＜要因分析＞
・県職員へ向けた周知や利用の
呼びかけを行った結果、手続数
の増加へつながった。

＜次年度への課題＞
･引き続き、手続登録数の増加を
図りつつ、県民への周知を行うこ
とで、利用拡大を図る。

＜課題を踏まえての対応＞
・利用促進を全所属に呼びかけ
る。
・広報やホームページを通じ、定
期的に県民への周知を図る。

－

H27

ア

庁内のシステム利用者向け研修
会の開催

＜取組の目標＞
年間利用件数の対前年度比　＋5％

＜結果（取組結果）＞
＋15.2％

＜評価＞

Ａ電子申請に適した新たな手続の
発掘、所管所属への働きかけ

＜参考指標＞
・年間利用件数
・新規登載手続件数

＜結果（取組後の指標値）＞
・16,702件
・78件

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

電子申請に適した新たな手続の
発掘、所管所属への働きかけ

＜要因分析＞
・イベント申し込み等新規登載手
続きがH25年度より減少したこと
が、件数の伸びが小幅だった要
因と思われる。

＜次年度への課題＞
・イベント申込み等の新規登載手
続きを拡大する必要がある。
・公開中の手続についても、県民
へ周知し、利用拡大を図る必要
がある。

＜課題を踏まえての対応＞
・利用促進を全所属に呼びかけ
る。
・広報やホームページを通じ、定
期的に県民への周知を図る。

イ
利用可能手続についての県民等
への周知

H26

ア

庁内のシステム利用者向け研修
会の開催（旧システム）

＜取組の目標＞
年間利用件数の対前年度比　＋15％
[23年度　＋14.9％、24年度　＋39.3％、25年度　＋2.0％]

＜結果（取組結果）＞
＋3.1％

＜評価＞

Ｂ庁内のシステム利用者向け研修
会の開催（新システム）

＜参考指標＞
・年間利用件数［24年度　13,777件、25年度　14,059件］
・新規登載手続件数［24年度　82件、25年度　66件］

＜結果（取組後の指標値）＞
・14,494件
・57件

目標 1　県民目線の県政の実施 改革 改革3　行政手続における利便性の向上 取組事項 (1)申請などの手続の利便性の向上

①電子申請等受付システムの活用の促進
②電子入札システムの導入拡大の検討
③公金収納の利便性の向上

　イベントの申込みなどについては、電子申請等受付システムを積極的に活用することとしている。
　県に対する手続等を電子申請で行えるということが県民にあまり浸透していない。

ア　電子申請に適した手続を発掘し、その担当者に対してシステムの利用を促進してい
く。
イ　県民への周知等も行い、利用拡大を図る。
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②電子入札システムの導入拡大の検討〔取組所属：◎総務部総務課、建設企画課、会計課、入札等実施所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

＜要因分析＞
・地方分権を推進するためH26
年度から導入された「提案募集
制度」に重点的に取り組んだ（目
標１改革４(1)③）ため、実施状
況調査ができなかった。（※H26年
度評価における委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
・入札への導入検討が当年度中
にできなかったため、県庁各所属
及び地域機関における入札導入
の検討の時期を見直す必要があ
る。

＜課題を踏まえての対応＞
・28年度から県庁各所属及び地
域機関における入札を導入でき
るよう27～28年度の行程を見直
す。

県庁各所属における入札への導
入の方針決定

H27 ア

県庁の各所属における契約状況
調査

＜取組の目標＞
ア　県庁各所属における入札への導入に係る方針決定

＜結果（取組結果）＞
ア　×

＜評価＞

H26 ア

県庁の各所属における契約状況
調査

＜取組の目標＞
ア　県庁各所属における入札への導入に係る方針決定

＜結果（取組結果）＞
ア　×

＜評価＞

＜参考指標＞
ア　県庁各所属における電子入札実施件数［25年度　5,647件］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　5,464件 Ｄ

検討作業部会において県庁各所
属における入札への導入の検討

＜参考指標＞
ア　県庁各所属における電子入札実施件数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　5,314件 Ｃ

検討作業部会において県庁各所
属における入札への導入の検討

＜要因分析＞
・各所属の契約状況調査は今年
度に準備を完了したので、28年
度当初に調査を実施する。
・検討作業部会は設けず、建設
企画課及び会計課に対して個別
にヒアリングを行った。

＜次年度への課題＞
・電子入札の導入方針決定まで
至らなかったため、入札導入の
時期を見直す必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
・28年度中に県庁各所属におけ
る入札の導入方針の決定、及び
地域機関における入札の導入検
討ができるよう28年度の行程を
見直す。県庁各所属における入札への導

入の方針決定

　現在、原則としてすべての工事及び設計等の工事関係の業務委託と県庁における物品購入に電子入札システムを導入済みである。
　更なる利便性と事務効率の向上のため、その他の業務委託等の契約にも対象を拡大していく必要がある。

ア　県庁における未導入の入札のうち、支障のないものについて順次電子入札を導入し
ていく。
イ　地域機関における未導入の入札のうち、支障のないものについて順次電子入札を導
入していく。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

イ
利用可能手続についての県民等
への周知

＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

－

H28

ア

庁内のシステム利用者向け研修
会の開催

＜取組の目標＞
年間利用件数の対前年度比　＋5％

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

電子申請に適した新たな手続の
発掘、所管所属への働きかけ

＜参考指標＞
・年間利用件数
・新規登載手続件数

＜結果（取組後の指標値）＞
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③公金収納の利便性の向上〔取組所属：◎総務部総務課、税務課、会計課、公金収納事務所管所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

イ

検討作業部会において、公金の
クレジット納付やコンビニ納付等
の導入に向け、課題の洗い出し

検討作業部会において、ニーズ
把握やコスト試算等の実施

ぐんまふるさと納税のクレジット納
付導入準備

ぐんまふるさと納税のクレジット納
付導入及び各種広報媒体による
周知・広報

＜要因分析＞
ア　概ね計画に沿って導入する
ことができた。
イ　機動的に検討を進めるため、
作業部会は設けず、担当者が関
係所属にヒアリングを行うなどし
て、目標としていた課題発掘やコ
スト試算を行った。ニーズ調査に
ついては、当年度に準備を完了
し、H27年４月に実施する。

＜次年度への課題＞
ア　ぐんまふるさと納税のクレジッ
ト納付に係る周知・広報を充実さ
せる必要がある。
イ　導入を検討する収納手段の
決定

＜課題を踏まえての対応＞
ア　27年度以降の計画に沿った
事業実施
イ　ニーズ調査の結果やコスト等
を踏まえ検討する。

ぐんまふるさと納税のクレジット納
付に係るPR（県民センター情報
発信コーナー、高速道路サービ
スエリアでのPRなど）

H26

ア

ぐんまふるさと納税のクレジット納
付導入に向けた関係機関との調
整

＜取組の目標＞
ア　ぐんまふるさと納税のクレジット納付の導入
イ　課題、ニーズ、コスト試算の検討材料を揃えること

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　△

＜評価＞

Ｂ

ぐんまふるさと納税のクレジット納
付に係る指定代理納付者の指
定及び契約締結

＜参考指標＞
ア　ぐんまふるさと納税額・件数
［24年度　584千円・25件、25年度　864千円・26件］
ア　ぐんまふるさと納税をクレジット納付した額・件数の割合［25年度
なし］
イ　公金収納に新たな納付方法を採用した数［25年度　なし］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　1,841千円・144
件
ア　66.4％（H26年9
月導入後）
イ　なし

　公金の納付は、その性質等に応じて、県証紙の貼付、窓口での現金納付、口座振替、ペイジー（電子納付）、コンビニ納付等が用いられて
いる。
　決済手段が多様化しつつある状況を踏まえ、今後も利用者の立場に立った納付方法の採用を検討していく必要がある。

ア　ぐんまふるさと納税にクレジット納付を導入する。
イ　未導入の公金に係るクレジット納付及びコンビニ納付等についての導入の検討を行っ
た上で、諸準備を進める。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

H28

ア

県庁の各所属における契約状況
調査

＜取組の目標＞
ア　県庁各所属における支障のないものの電子入札の実施　100%
イ　地域機関における入札への導入の検討

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

関係所属とのヒアリングにおい
て、県庁各所属における入札の
導入の検討

＜参考指標＞
ア　県庁各所属における電子入札可能件数［未把握］
ア　県庁各所属における電子入札実施件数
イ　地域機関における電子入札可能件数［未把握］
イ　地域機関における電子入札実施件数［未把握］

＜結果（取組後の指標値）＞

県庁各所属における入札の導入
の方針決定、及び方針に基づく
電子入札の導入

イ

地域機関における契約状況調査
＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

検討作業部会において地域機関
における入札への導入の検討
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（実施なし）

（実施なし）

H28

ア

ぐんまふるさと納税のクレジット納
付に係る各種広報媒体による周
知・広報

＜取組の目標＞
イ　ニーズ調査の結果を踏まえ、公金のクレジット納付やコンビニ納
付等の導入に係る方針決定

＜結果（取組結果）＞

H27

＜評価＞

ぐんまふるさと納税のクレジット納
付に係るPR（県民センター情報
発信コーナー、高速道路サービ
スエリアでのPRなど）

＜参考指標＞
ア　ぐんまふるさと納税額・件数
ア　ぐんまふるさと納税をクレジット納付した額・件数の割合
イ　公金収納に新たな納付方法を採用した数

＜結果（取組後の指標値）＞

イ

関係所属とのヒアリングにおい
て、公金のクレジット納付やコンビ
ニ納付等の導入に向けた検討

＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

公金のクレジット納付やコンビニ
納付等の導入の方針決定

公金のクレジット納付やコンビニ
納付等の導入に向け、予算要求
等

＜取組の目標＞
イ　ニーズ調査の結果を踏まえ、公金のクレジット納付やコンビニ納
付等の導入に係る方針決定

＜結果（取組結果）＞
イ　×

＜評価＞

Ｃ
ぐんまふるさと納税のクレジット納
付に係るPR（県民センター情報
発信コーナー、高速道路サービ
スエリアでのPRなど）

＜参考指標＞
ア　ぐんまふるさと納税額・件数
ア　ぐんまふるさと納税をクレジット納付した額・件数の割合
イ　公金収納に新たな納付方法を採用した数

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　3,933千円・345
件
ア　納付額76.9％・
件数82.3％
イ　なし

ニーズ調査の実施（母子寡婦福
祉資金償還金）

ア

ぐんまふるさと納税のクレジット納
付に係る各種広報媒体による周
知・広報

イ

関係所属とのヒアリングにおい
て、公金のクレジット納付やコンビ
ニ納付等の導入に向けた検討

＜要因分析＞
イ　ニーズ調査は実施したが、番
号利用法がH28年1月に施行さ
れたことに伴う申請書の様式改
正等に重点的に取り組んだため、
コンビニ納付等の導入の方針決
定や予算要求等にまで至らな
かった。

＜次年度への課題＞
イ　コンビニ納付等の導入の方針
決定や予算要求等にまで至らな
かったため、H28年度の検討時
期を見直す必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
・H28年度にコンビニ納付等の導
入に向けた予算要求等ができる
ようH28年度の行程を見直す。

公金のクレジット納付やコンビニ
納付等の導入の方針決定

公金のクレジット納付やコンビニ
納付等の導入に向け、予算要求
等
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【全体を通じての評価（中間評価）】

＜評価の理由＞

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・導入による利便性のUP（アップ）は明らか（ふるさと納税の例）であり、積
極的に実施すべき。
・全般的に言えることだが、県庁の活動・取組・イベント等を県民に知って
もらう手段として、ホームページは欠かせない。ホームページの訪問者数
を増やすための施策も併せて検討していただきたい。

【具体的な取組②について】
・なぜ別の業務を優先せざるを得なくなったのかが、要因分析では不明。
・要因分析で「他の業務を優先した」は行政改革大綱の改革は業務の優
先順位が低く設定されていることが伺える。今年度は優先順位をあげて取
り組んでいるのか。
・他の業務優先により未着手（実施結果評価Ｄ）とのことだが、問題点を明
らかにして、組織改革等につなげるべき。計画的、段階的な取り組みが期
待される。
・入札導入時期を遅らせるありきでなく、挽回する計画を検討したのか。
・電子入札システムの導入拡大が進まない阻害要因は何か。それを排除
し進めていただきたい。
【具体的な取組③について】
・クレジット納付の導入は評価できる。早期に公金のコンビニ納付を実現し
ていただきたい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組②について】
・要因分析において、電子入札システム導入の阻害要因を明記すべき。
・電子入札システムの導入が遅れている。準備は整ったようなので、早期
実施を期待したい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

Ｂ

＜評価の理由＞
・電子申請等受付システムの新規登載手続が昨年度より減
少したため年間利用件数の伸びが小幅だった。
・ぐんまふるさと納税にクレジット納付を導入後、全件数のうち
約２／３の割合で活用されている。
・未導入公金へのクレジット納付や未導入契約への電子入札
システムについては、取組が遅れている。

Ｂ

＜評価の理由＞
・電子申請等受付システムは、新規搭載手続が増加し年間
利用件数が大幅に増加し、ぐんまふるさと納税では、全件数
のうち約３／４の割合でクレジット納付が活用されている。
・一方で、未導入公金へのコンビニ納付等については取組が
遅れており、電子入札システムの導入に係る契約状況調査に
ついて、準備は整ったが実施に至らなかった。
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【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

＜課題＞

取組事項 (1)申請などの手続の利便性の向上 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　①　H26年度取組結果を踏まえて、H27年度の取組目
標修正
H27.4～8　②③　H26年度取組結果を踏まえて、H27年度の工程
見直し
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①②③　H27年度取組結果を踏まえて、H28年度の工
程見直し
H28.6　H27年度第三者評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
①　ぐんま電子申請受付システムの年間利用件数
②　各所属における電子入札実施件数
③ア　クレジット納付利用率
③イ-1　公金収納に新たな納付方法を採用した数
③イ-2　新たな納付方法により納付した件数

＜推進期間終了後の成果指標値＞
①
②
③ア
③イ-1
③イ-2

＜評価＞ ＜評価の理由＞
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成28年6月現在

【具体的な取組】

①行政手続法による審査基準の見直しや標準処理期間の短縮〔取組所属：◎総務部総務課〕〔関係所属：申請等手続所管所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

H26

ア

ホームページの様式ダウンロード
ページに掲載されている行政手
続情報の更新

＜取組の目標＞
ア　審査基準等の見直し
イ　取組テーマの選定による見直し

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○

イ

見直しに係る取組テーマの選定
＜要因分析＞
ア　－
イ　制度対象分野の範囲内で他
行政機関が発行する書類の添
付が省略できる手続を可能な限
り広く調査対象とした。

＜次年度への課題＞
ア　なし
イ　発行する行政機関から県が
情報を入手し添付書類省略がで
きるのは最短で平成29年７月で
あり、それまでに必要な情報シス
テム構築等の取組が必要

＜課題を踏まえての対応＞
ア　なし
イ　次年度以降も添付書類の省
略に向けて必要な情報システム
等構築を実施する。

取組テーマに基づく見直しの実
施

－

＜評価＞

Ａ
行政手続法等に基づく審査基準
や標準処理期間の更新・見直し

＜参考指標＞
ア　審査基準を明確化した手続［25年度　15件］
ア　標準処理期間を短縮した手続［25年度　17件］
イ　取組テーマ［25年度　申請件数の多い手続の調査］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　28件
ア　３件
イ　マイナンバー制度
県独自利用事務希
望調査［候補10件］

①行政手続法による審査基準の見直しや標準処理期間の短縮

　行政手続法及び行政手続条例に基づく審査基準や標準処理期間については、従来から定期的に見直しを実施している。
　一方で、一律の見直しだけでは、本格的な検討が進まないという実情があり、より効果的に見直しを進めるため、取組テーマを選定した上で
実施することとした。今後、その方針に基づき、利便性の向上に向けた見直しを継続して進めていくことが必要である。

ア　審査基準や標準処理期間の見直しを行い、公開情報に反映する。
イ　行政手続の見直しに係るテーマを選定し、その結果に基づく見直しを実施する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

(2)審査基準の見直しや標準処理期間の短縮目標 1　県民目線の県政の実施 改革 改革3　行政手続における利便性の向上 取組事項
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H28

ア

ホームページの様式ダウンロード
ページに掲載されている行政手
続情報の更新

＜取組の目標＞
ア　審査基準等の見直し
イ　取組テーマの選定による見直し

＜結果（取組結果）＞

ホームページの効率的な更新方
法の検討 ＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

イ

見直しに係る取組テーマの選定

取組テーマに基づく見直しの実
施

＜次年度への課題＞
ア　ホームページ更新の作業量
が年々増加していることから、更
新時期が遅くなる。
イ　昨年度に引き続き、発行する
行政機関から県が情報を入手し
添付書類省略ができる平成29年
７月までに必要な情報システム
構築等の取組が必要

＜評価＞

行政手続法等に基づく審査基準
や標準処理期間の更新・見直し

＜参考指標＞
ア　審査基準を明確化した手続
ア　標準処理期間を短縮した手続
イ　取組テーマ

＜結果（取組後の指標値）＞

＜課題を踏まえての対応＞
ア　なるべく早く更新できるよう更
新方法を検討する。
イ　平成29年７月までに添付書
類の省略に向けて必要な情報シ
ステム等構築を実施する。

－

H27

ア

ホームページの様式ダウンロード
ページに掲載されている行政手
続情報の更新

＜取組の目標＞
ア　審査基準等の見直し
イ　取組テーマの選定による見直し

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○

＜評価＞

Ａ
行政手続法等に基づく審査基準
や標準処理期間の更新・見直し

＜参考指標＞
ア　審査基準を明確化した手続
ア　標準処理期間を短縮した手続
イ　取組テーマ

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　４件
ア　２件
イ　マイナンバー独自
利用事務希望調査
［条例規定６件、条例
規定予定２件］

イ

見直しに係る取組テーマの選定

取組テーマに基づく見直しの実
施

＜要因分析＞
ア　取組目標は達成したが、ホー
ムページの更新完了が計画に比
べ遅くなった。
イ　昨年度調査を踏まえて、H27
年３月に国から示された住民票・
住民税課税等情報が入手可能
な要件に当てはまる手続を再度
調査した。
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

＜課題＞

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・一律見直しを改善し、テーマ毎の見直しとした点は評価できる。見直し件
数のUP（アップ）が期待される。
・「平成29年７月から添付書類省略ができる」との明確な計画があり、計
画通り実施できるよう取り組んでいただきたい。
・マイナンバー制度（個人番号だけでなく、法人番号も含む）を十二分に活
用して、申請者のさらなる利便性の向上を推進していただきたい。
・マイナンバー制度への対応が厳しい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・添付書類の省略まで実施できれば、成果評価がＢ→Ａとなるのでもう一
息。
・この項目は、77の具体的な取組に対する評価と30の取組事項に対する
評価が一致するのではないか。
・改革内容アについて、課題を踏まえての対応として「なるべく早く更新で
きるよう更新方法を検討する」とあるが、平成28年度の具体的工程等に
反映されていない。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

取組事項 (2)審査基準の見直しや標準処理期間の短縮 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①　H27年度取組結果を踏まえて、H28年度の工程見
直し

＜推進期間終了後の成果指標＞
ア-1　審査基準を明確化した手続数
ア-2　短縮した標準処理期間の１件当たりの短縮日数
イ　平成29年７月から添付書類の省略等が可能となるマイナンバー独自
利用事務数

＜推進期間終了後の成果指標値＞
ア-1
ア-2
イ

＜評価＞ ＜評価の理由＞

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

Ｂ
＜評価の理由＞
・審査基準の明確化等の見直し成果があった一方、テーマを
設定して添付書類の省略ができる手続を特定したが、実際の
添付書類省略までは至っていない。

Ｂ
＜評価の理由＞
テーマを設定して添付書類の省略ができる手続を特定した
が、実際の添付書類省略までは至っていない。

＜評価の理由＞
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メモ
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成28年6月現在

【具体的な取組】

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

目標 1　県民目線の県政の実施 改革 改革4　地方分権改革と自治体間連携の推進 取組事項 (1)地方分権改革等の効果を活用した主体的な政策推進

４四半期

H26

ア
独自基準等の適用状況に係る
庁内調査・検討

＜取組の目標＞
ア　独自基準の適用状況の確認

＜結果（取組結果）＞
ア　×

①義務付け・枠付けの見直しにより制定した条例の、県民の利便性向上の視点からの見直し
②規制緩和（特区制度）による地域活性化の検討
③更なる分権改革に向けた国への提案

①義務付け・枠付けの見直しにより制定した条例の、県民の利便性向上の視点からの見直し〔取組所属：◎総務部総務課〕〔関係所属：条例所管所属〕

　施設・公物の設置管理基準等を県が条例で定めることが可能となる等、地方に対する国の義務付け・枠付けの見直しが行われた。
　本県においても、特別養護老人ホームにおける多床室整備を認めたり、都市公園内の運動施設等の建築面積の特例値を高くしたりする
等、地域の実情を踏まえた基準を定めているが、今後は、これまでの対応や制度改正の効果等について検証し、改革の効果を十分活用し
ていくことが求められる。

ア　独自基準等の適用状況を調査する。
イ　アの調査結果を踏まえて、必要に応じ、独自基準の見直しについて検討する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期

＜評価＞

Ｄ

イ

制定等した条例の見直し検討を
各所属に依頼

＜参考指標＞
義務付け・枠付けの見直しに伴い県で定めた条例数
［25年度末時点　43条例］

＜結果（取組後の指標値）＞
４４条例

条例独自基準の検討

＜要因分析＞
ア　地方分権を推進するため
H26年度から導入された「提案募
集制度」に重点的に取り組んだ
（目標１改革４(1)③）ため、独自
基準適用状況調査に着手できな
かった。（※H26年度評価における委員会
意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
ア　独自基準適用状況調査の実
施
イ　条例の見直し検討及び条例
独自基準の検討

＜課題を踏まえての対応＞
イ　国の新たな義務付け・枠付け
の見直しと並行して条例独自基
準の見直し及び新たな独自基準
を検討

＜結果（取組後の指標値）＞
４５条例

条例独自基準の検討

＜要因分析＞
第５次一括法のフォローアップ調
査における独自基準の条例制定
状況の確認と、過去の条例の独
自基準の制定状況を調査した。

＜次年度への課題＞
過去の条例の独自基準は、制定
時に十分な検討を行い制定して
いるため、各所属に更なる効果
的な検討を依頼する工夫が必
要。

＜課題を踏まえての対応＞
見直し依頼をする際に、他県の
取り組み事例を紹介することで、
本県における見直し事項の活用
検討を促す。

H27

ア
独自基準等の適用状況に係る
庁内調査・検討

＜取組の目標＞
ア　独自基準の適用状況の確認
イ　条例の見直し及び条例独自基準の検討

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　△

＜評価＞

Ｃ

イ

制定等した条例の見直し検討を
各所属に依頼

＜参考指標＞
義務付け・枠付けの見直しに伴い県で定めた条例数
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【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

H28

ア
独自基準等の適用状況に係る
庁内調査・検討

＜取組の目標＞
ア　独自基準の適用状況の確認
イ　条例の見直し及び条例独自基準の検討

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

イ

制定等した条例の見直し検討を
各所属に依頼

＜参考指標＞
義務付け・枠付けの見直しに伴い県で定めた条例数

＜結果（取組後の指標値）＞

条例独自基準の検討

＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

②規制緩和（特区制度）による地域活性化の検討〔取組所属：◎企画課〕〔関係所属：全所属〕

　いわゆる特区制度について、本県においても積極的に提案し、次のとおり実施している。引き続き、本県の実情や特性に応じて、主体的な
行政を展開していくため、制度の活用を図っていく必要がある。
　総合特区：「畜産バイオマスの高効率エネルギー利用、炭化・灰化利用による環境調和型畜産振興特区」（第１次指定（23年度））
　　　　　　　　「群馬がん治療技術地域活性化総合特区」（第4次指定（25年度））
　構造改革特区：7計画を実施中（この他に、実施終了したもの12計画）

特区制度に関する国の動向を把握しつつ（イ、ウ）、活用を図る（ア）。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

＜結果（取組後の指標値）＞
20回

＜要因分析＞
　現在、取り組んでいるものへの
対応が中心となっており、新たな
取組へのインセンティブが弱い。
そういう中で、地域再生戦略交
付金が創設され、新たな動きに
つながりつつある。

＜次年度への課題＞
　地方創生の観点から、地域再
生法の一部改正等がなされてお
り、本県としての活用方策を検討
する必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　新たに創設された地域再生戦
略交付金の活用について、県の
施策の内、活用の可能性がある
施策について、具体的にテーマ
等を描き、関係所属に活用を依
頼する。

ウ
特区制度に関する国の動向の把
握

H26

ア
庁内や市町村への制度の周知
や活用検討依頼

＜取組の目標＞
ア　制度の周知及び活用検討依頼
イ　内閣府からの照会への対応
ウ　国の動向把握

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○
ウ　○

＜評価＞

Ａ
イ 内閣府からの照会事務等

＜参考指標＞
庁内や市町村への情報提供・周知［25年度　14回］
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＜結果（取組後の指標値）＞
23回

ウ
特区制度に関する国の動向の把
握

＜要因分析＞
　現在、取り組んでいるものへの
対応が中心となっており、新たな
取組へのインセンティブが弱い。

＜次年度への課題＞
そのような中で、地方創生の観
点から地域再生法が一部改正さ
れ、新たに地方創生推進交付
金、企業版ふるさと納税、「生涯
活躍のまち」制度が創設される見
込みであり、、本県としての活用
方策を検討する必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　新たに創設される制度につい
て、活用の可能性がある施策に
ついて、具体的にテーマ等を描
き、関係所属に活用を依頼す
る。

－

H27

ア
庁内や市町村への制度の周知
や活用検討依頼

＜取組の目標＞
ア　制度の周知及び活用検討依頼
イ　内閣府からの照会への対応
ウ　国の動向把握

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○
ウ　○

＜評価＞

Ａ
イ 内閣府からの照会事務等

＜参考指標＞
庁内や市町村への情報提供・周知

＜結果（取組後の指標値）＞

ウ
特区制度に関する国の動向の把
握

＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

H28

ア
庁内や市町村への制度の周知
や活用検討依頼

＜取組の目標＞
ア　制度の周知及び活用検討依頼
イ　内閣府からの照会への対応
ウ　国の動向把握

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

イ 内閣府からの照会事務等

＜参考指標＞
庁内や市町村への情報提供・周知
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【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

（実施なし）

③更なる分権改革に向けた国への提案〔取組所属：◎総務部総務課〕〔関係所属：総合政策室、条例所管所属〕

　国の政策や法令等が原因で支障事例が生じている場合には、引き続き国への政策提案を実施していくことが必要である。
　国の制度による支障等について具体的に把握しながら、独自又は全国知事会を通じ、
改善提案を実施していく。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

H27

国への政策要望
＜取組の目標＞
地方分権についての国への提案

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ

H26

国への政策要望
＜取組の目標＞
地方分権についての国への提案

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ａ全国知事会を通じた要望

＜参考指標＞
・国への政策要望項目数［25年度　１件］
・提案募集制度に基づく提案項目数
・新たに把握した課題及び支障事例の項目数［25年度　未把握］

＜結果（取組後の指標値）＞
・１件（うち継続１件）
・６件（うち全国知事
会共同提案１件）
・未把握地方分権改革に関する提案募集制度

を通じた要望

全国知事会を通じた要望
＜参考指標＞
・国への政策要望項目数
・提案募集制度に基づく提案項目数
・新たに把握した課題及び支障事例の項目数

＜結果（取組後の指標値）＞
・１件
・３件
・８件

地方分権改革に関する提案募集制度
を通じた要望 ＜要因分析＞

　「地方分権改革に関する提案
募集制度」に基づき３件提案し、
全ての提案が、国において「何ら
かの対応をする」と閣議決定され
た。

＜次年度への課題＞
　継続的な取組として、新たな提
案の実施

＜課題を踏まえての対応＞
　新たな提案そ積極的に行える
ように、提案としてまとまっていな
いアイデア段階のものも広く受け
付けるなど、庁内での募集方法
を工夫する。

「従うべき基準」であることによる、具体
的な課題及び支障事例の把握

＜要因分析＞
　H26年度から開始された国の
「地方分権改革に関する提案募
集制度」に基づき６件提案し、う
ち４件が国において実現に向けて
検討開始となった。

＜次年度への課題＞
　新たな提案の実施

＜課題を踏まえての対応＞
　新たな提案が積極的に行える
ように庁内での募集方法を工夫
する。「従うべき基準」であることによる、具体

的な課題及び支障事例の把握

＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

－

H28

全国知事会を通じた要望
＜取組の目標＞
地方分権についての国への提案

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

地方分権改革に関する提案募集制度
を通じた要望

＜参考指標＞
・提案募集制度に基づく提案項目数
・新たに把握した課題及び支障事例の項目数

＜結果（取組後の指標値）＞

国の法令・制度による、具体的な課題
及び支障事例の把握
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

Ｂ

＜評価の理由＞
・H26年度から開始された国の「地方分権改革に関する提案
募集制度」を活用して国へ地方分権に向けた政策提案を積
極的に行ったが、一方で新たな条例独自基準の検討が進ん
でいない。

Ｂ

＜評価の理由＞
・「地方分権改革に関する提案募集制度」において、本県から
提案した３件全てが、国において「何らかの対応する」と閣議
決定され、提案事項の実現に向けて進んでいる。また、条例
による独自基準は、その制定状況について調査を行い、次年
度に見直し検討を行う準備を整えた。

＜評価の理由＞

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

＜課題＞

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組①について】
・県独自基準の適用関係調査と見直しが未着手なのは遺憾。最も着手し
やすい領域と思うが。
・なぜ別の業務を優先せざるを得なくなったのかが、要因分析では不明。
・要因分析で「他の業務を優先した」は行政改革大綱の改革は業務の優
先順位が低く設定されていることが伺える。今年度は優先順位をあげて取
り組んでいるのか。
【具体的な取組②について】
・地域が最もわかっているはずであり、引き続き積極的に実施して欲しい。
・地域再生戦略交付金の活用について具体的にプランを立てて推進して
いただきたい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・税収増、雇用増となるような特区の推進を期待したい。
・具体的な取組②の具体的工程ウでの「特区制度に関する国の動向の把
握」というような受け身の体制ではなく、「こういった特区を群馬でぜひやり
たい」と国に対して強く働きかけていくことはできないのか。
【具体的な取組①について】
・要因分析の記載内容について、何が問題で「Ｃ」としたのかが不明であ
り、明記すべき。
【具体的な取組②について】
・要因分析の記載内容について、実施結果評価が「Ａ」の場合は促進要
因を記載すべき。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

取組事項 (1)地方分権改革等の効果を活用した主体的な政策推進 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　①③　H26年度取組結果を踏まえ、H27年度以降の工
程見直し
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①③　H27年度取組結果を踏まえ、H28年度の工程見
直し
H28.6　H27年度第三者評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
①　義務付け・枠付けの見直しにより制定した条例数
②　庁内や市町村への特区制度に関する情報提供・周知の回数
③　地方分権について国へ提案した事項の実現数

＜推進期間終了後の成果指標値＞
①
②
③

＜評価＞ ＜評価の理由＞
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メモ
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成28年6月現在

【具体的な取組】

①市町村への権限移譲の推進〔取組所属：◎総務部総務課〕〔関係所属：移譲事務所管所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

調査 調整 条例改正 調査

（実施なし）

（実施なし）

目標 1　県民目線の県政の実施 改革 改革4　地方分権改革と自治体間連携の推進 取組事項 (2)市町村との連携の推進

①市町村への権限移譲の推進
②市町村行財政体制の強化のための支援
③効果的な意見交換の実施
④まちづくりにおける市町村との連携の推進

　新ぐんま権限移譲推進プラン改訂版（平成23年5月～平成26年3月）に基づき権限移譲を推進し、平成26年4月1日現在、49法令等
656事項を移譲済である。
　きめ細かな行政サービスを提供し、個性豊かな地域社会・地域づくりを実現するためには、住民に一番身近な行政主体である市町村が、
行政サービスの主体的な運営を行っていくことが求められる。平成26年3月に策定した新ぐんま権限移譲推進プラン（第２次改訂版）に基づ
き、引き続き移譲を推進する必要がある。

ア　市町村が移譲を希望する事務について、移譲への手続を進めるとともに、プランの権
限移譲可能事務一覧に掲載された主な事務についての市町村向け説明会の開催や、
重点リスト掲載事務を中心に県・市町村合同のワーキングを設置し、移譲を検討する。
イ　それまでの取組を踏まえ、次期プランを策定する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

重点移譲リスト掲載事務のワーキ
ングによる移譲の検討

＜要因分析＞
　事務所管課による移譲事務に
係る説明の実施や、移譲希望調
査等を行い、権限移譲の基本で
ある市町村との「対話と協調」を
図ってきたため、説明会・ワーキ
ングは実施しなかった。（※H26年度
評価における委員会意見等を踏まえ修正）

＜次年度への課題＞
　権限移譲に係るメリットを整理し
て、市町村の理解を得る。

＜課題を踏まえての対応＞
　重点移譲リスト掲載事務のワー
キングによる移譲のメリット整理

－

H26 ア

権限移譲の実施（通常手続）

＜取組の目標＞
ア　具体的な移譲の推進

＜結果（取組結果）＞
△

＜評価＞

Ｃ重点移譲リスト掲載事務の市町
村向け説明会の実施

＜参考指標＞
ア　移譲法令数［24年4月　4法令等44事項、25年4月　0法令等5
事項、26年4月　0法令等3事項］

＜結果（取組後の指標）＞
27年4月　0法令等1
事項
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調査 調整 条例改正 調査

（実施なし）

（実施なし）

調査 調整 条例改正 調査

H27 ア

権限移譲の実施（通常手続）

＜取組の目標＞
ア　具体的な移譲の推進

＜結果（取組結果）＞
○

＜評価＞

Ｂ重点移譲リスト掲載事務の市町
村向け説明会の実施

＜参考指標＞
ア　移譲法令数

＜結果（取組後の指標）＞
28年4月　0法令等３
事項

重点移譲リスト掲載事務のワーキ
ングによる移譲の検討

＜要因分析＞
　事務所管課による移譲事務に
係る説明の実施や、移譲希望調
査等を行い、権限移譲の基本で
ある市町村との「対話と協調」を
図ってきたため、説明会・ワーキ
ングは実施しなかったが、重点事
項の移譲も含めて、市町村への
移譲が進んだ。

＜次年度への課題＞
　引き続き、計画的、効果的に市
町村への権限移譲を進めるた
め、次期プランを策定する。

＜課題を踏まえての対応＞
　市町村との十分な連携を図りな
がら、次期プランを策定するた
め、ぐんま県・市町村パートナー
シップ委員会を開催する。

－

＜結果（取組後の指標）＞

－

＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

H28

ア 権限移譲の実施（通常手続）

＜取組の目標＞
ア　具体的な移譲の推進
イ　次期プラン策定

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

イ 次期プラン策定のための検討

＜参考指標＞
ア　移譲法令数
イ　第2次改訂版の効果［新ぐんま権限移譲推進プラン　市町村
77%が役に立ったと回答］
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②市町村行財政体制の強化のための支援〔取組所属：◎人事課、市町村課、自治研修センター〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

　地方分権改革が進み、住民に身近な基礎自治体である市町村の果たすべき役割はますます大きくなる中、市町村が、地方分権改革の
担い手として、継続して安定した住民サービスを提供するためには、職員の資質向上や行財政体制を強化することが不可欠である。
　市町村の行財政体制強化の取組は、自主・自立的に進めることが基本だが、地域の実情（規模や地理的・社会的条件など）がそれぞれ異
なる中で、市町村の取組が円滑かつ効果的に行われるよう広域的自治体である県が支援することが求められている。

　市町村のニーズを踏まえ、県と市町村との人事交流（ア）、市町村職員を対象とした職
員研修の実施（イ）、市町村行財政診断（ウ）を実施する。

市町村要望を踏まえ、庁内調
整、検討 ＜要因分析＞

イ　県内自治体の先進事例を紹
介する科目等で特に業務活用性
評価が低く、自治体規模の違い
などから参考にしづらかった点が
取組の目標値に達しなかった主
な要因と考えられる。
  一方で、研修時アンケート等を
踏まえた市町村職員のニーズに
合う科目の設定などにより、前年
度に比べ評価が向上した。

＜次年度への課題＞
イ　評価の低い科目について継
続の可否を含め内容を見直す必
要があるほか、市町村の人材育
成ニーズにあった研修科目や参
加しやすい日程などについて、引
き続き検討する必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
イ　研修時アンケートに加え市町
村への研修ニーズ調査を行い、
これらの集計結果をもとに、H27
年度において先進事例紹介の科
目に替えて、より業務活用性の
高いOJT推進関係の科目の研修
を実施することとする。

イ
研修時のアンケート等のニーズに
応じた、市町村職員を対象とした
職員研修の実施

ウ
市町村からの要請等により、行財
政運営の状況を実地に診断、必
要な助言等の実施

H26

ア

県と市町村との人事交流の実施
（業務支援、中核市移行支援、
実務研修）

＜取組の目標＞
ア　市町村の要望と必要性を踏まえた人事交流の実施
イ　研修の業務への活用性（※）　90％［25年度　85.5％］
ウ　市町村の要望に即した行財政診断の実施

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　△［87.2％］
ウ　○

＜評価＞

Ｂ次年度の人事交流に係る市町
村の要望の把握

＜参考指標＞
ア　人事交流数［25年度　業務支援：11人、中核市移行支援：14
人、実務研修：県→市町村4人、市町村→県38人］
ウ　行財政診断の実施件数・内容
　　［25年度　9件・個別診断9団体］

＜結果（取組後の指標）＞
ア　業務支援：9人、
中核市移行支援：10
人、実務研修：県→
市町村6人、市町村
→県34人
ウ　8件・個別診断8
団体
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※研修直後のアンケートにおいて、総参加者数のうち、活用できる又はやや活用できると評価した人数の割合

H27

ア

県と市町村との人事交流の実施
（業務支援、中核市移行支援、
実務研修）

＜取組の目標＞
ア　市町村の要望と必要性を踏まえた人事交流の実施
イ　研修の業務への活用性　90%及び前年度水準以上
ウ　市町村の要望に即した行財政診断の実施

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ  △［89.1％］
ウ　○

＜評価＞

Ｂ

次年度の人事交流に係る市町
村の要望の把握 ＜参考指標＞

ア　人事交流数
ウ　行財政診断の実施件数・内容

＜結果（取組後の指標）＞
ア　業務支援：10人、
中核市移行支援：10
人、実務研修：県→
市町村4人、市町村
→県31人
ウ　9件・個別診断9
団体

市町村要望を踏まえ、庁内調
整、検討

イ
市町村職員を対象とした職員研
修の充実 ＜要因分析＞

イ　町村研修の講話科目に関し、
内容が業務に直接関連づけにく
かったため、業務活用性評価が
低かったと考えられる。
　一方で、研修時アンケート等を
踏まえた市町村職員のニーズに
合う科目の設定などにより、前年
度に比べ評価が向上した。

＜次年度への課題＞
イ　評価の低い科目について継
続の可否を含め内容を引き続き
見直す必要があるほか、市町村
の人材育成ニーズにあった研修
科目や参加しやすい日程などに
ついて、引き続き検討する必要
がある。

＜課題を踏まえての対応＞
イ　研修時アンケート及び市町村
への研修ニーズ調査の集計結果
をもとに、H28年度において町村
研修の講話に替えて、より業務
活用性の高い研修を実施するこ
ととする。
（例）町村係長研修：コンプライア
ンス科目を新設、町村課長研
修：ハラスメント科目を時間増等

ウ
市町村からの要請等により、行財
政運営の状況を実地に診断、必
要な助言等の実施

－

H28

ア

県と市町村との人事交流の実施
（業務支援、中核市移行支援、
実務研修）

＜取組の目標＞
ア　市町村の要望と必要性を踏まえた人事交流の実施
イ　研修の業務への活用性　90%及び前年度水準以上
ウ　市町村の要望に即した行財政診断の実施

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

次年度の人事交流に係る市町
村の要望の把握 ＜参考指標＞

ア　人事交流数
ウ　行財政診断の実施件数・内容

＜結果（取組後の指標）＞

市町村要望を踏まえ、庁内調
整、検討

イ
市町村職員を対象とした職員研
修の充実 ＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

ウ
市町村からの要請等により、行財
政運営の状況を実地に診断、必
要な助言等の実施

－
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③効果的な意見交換の実施〔取組所属：◎市町村課、各行政県税事務所〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

　県と市町村とが対等な立場に立ち、市町村との対話を深め、連携を強化することを目的として、春から夏にかけて地域別、また秋に全市町
村長が一堂に会しての全体形式で、市町村懇談会を開催している。
　県と市町村のさらなる相互理解を図り、行政サービスの向上に結びつけるためには、懇談会での意見交換が適切かつ活発に行われるよ
う、より効果的な開催内容等を検討していくことが必要である。

　実施状況の分析・見直し（ウ）を生かしつつ、効果的に市町村懇談会（ア・イ）を開催し
ていく。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

＜結果（取組後の指標値）＞
・地域別8回、全体形
式1回
・地域別8回、全体形
式1回

ウ 当年度取組状況の分析・見直し
＜要因分析＞
－

＜次年度への課題＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし

H26

ア 地域別市町村懇談会の開催

＜取組の目標＞
ア　地域別懇談会での意見交換
イ　知事・市町村長懇談会での意見交換
ウ　当年度の分析・見直し

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○
ウ　○

＜評価＞

Ａイ 知事・市町村長懇談会の開催

＜参考指標＞
・開催回数［25年度　地域別8回、全体形式1回］
・議事概要の公開状況［25年度　地域別8回、全体形式１回］

＜結果（取組後の指標）＞
・全体形式1回
・全体形式1回

－

＜要因分析＞
－

＜次年度への課題＞
　地域別形式での開催が各市町
村を一巡～二巡する中、これま
で得られた成果を踏まえ、引き続
き、市町村との意見交換を進め
ていく必要がある。

＜課題を踏まえての対応＞
　地域別形式は維持したまま、
年間２～３箇所での開催とし、３
年間で県内８地域を一巡する。
また、引き続き全体形式も開催
する。

H27

イ 知事・市町村長懇談会の開催

＜取組の目標＞
イ　知事・市町村長懇談会での意見交換
ウ　当年度の分析・見直し

＜結果（取組結果）＞
イ　○
ウ　○

＜評価＞

Ａ
ウ 当年度取組状況の分析・見直し

＜参考指標＞
開催回数
議事概要の公開状況

＜結果（取組後の指標）＞

ウ 当年度取組状況の分析・見直し

＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

H28

ア 地域別市町村懇談会の開催

＜取組の目標＞
ア　地域別懇談会での意見交換
イ　知事・市町村長懇談会での意見交換
ウ　当年度の分析・見直し

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

イ 知事・市町村長懇談会の開催

＜参考指標＞
開催回数
議事概要の公開状況
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④まちづくりにおける市町村との連携の推進〔取組所属：◎都市計画課、土木事務所〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

　

　人口減少と超高齢化が同時に進行する局面において、効率的な都市構造への転換を図るため、平成24年9月に「ぐんま“まちづくり”ビジョ
ン」を策定し、今後の本県のまちづくりを進める上での７つの基本方針とその取組を明らかにした。今後は、この基本方針を基に、地域の実情
や課題に応じた、創意工夫による多様なまちづくりを推進するため、県と市町村がより連携を強化して、取り組んでいく必要がある。

　市町村によるアクションプログラムの作成に、現状分析やワークショップの開催などによ
り積極的に関わり、支援していく。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

H27

アクションプログラム策定市町村の公
募・決定

＜取組の目標＞
アクションプログラム策定市町村の人口が県人口に占める割合
60%

＜結果（取組結果）＞
H27年度末　64％策
定済

＜評価＞

Ａ

H26

アクションプログラム策定市町村の公
募・決定

＜取組の目標＞
アクションプログラム策定市町村の人口が県人口に占める割合
40％［25年度末　58％策定中］

＜結果（取組結果）＞
H26年度末　62％策
定済

＜評価＞

Ａ策定市町村の都市の現状分析支援及
び分析結果の提供 ＜参考指標＞

策定市町村数［25年度末　6市策定中］
＜結果（取組後の指標値）＞
H26年度末　7市策
定済県と市町村によるアクションプログラム

策定ワークショップ開催

策定市町村の都市の現状分析支援及
び分析結果の提供

＜参考指標＞
策定市町村数

＜結果（取組後の指標）＞
H27年度末　8市策
定済

県と市町村によるアクションプログラム
策定ワークショップ開催

＜要因分析＞
　県内の主な市が「ぐんま“まちづ
くり”ビジョン」の考え方に賛同した
結果、策定市がさらに増えた。

＜次年度への課題＞
　アクションプログラムの着実に推
進するため、まちづくりに関して、
行政担当者に対する人材育成が
必要。

＜課題を踏まえての対応＞
　まちづくりリーダー研修やファシ
リテータ研修などを通じた、人材
育成についても積極的な支援を
講じる。

「ぐんま“まちづくり”ビジョン実現化推進
委員会」等による市町村がとりまとめた
アクションプログラム素案の協議・調整

＜要因分析＞
　県内の主な市が「ぐんま“まちづ
くり”ビジョン」の考え方に賛同した
結果、策定市が増えた。

＜次年度への課題＞
　策定に意欲のある市町村を掘り
起こして、アクションプログラム策
定の裾野を拡げる取組が必要

＜課題を踏まえての対応＞
　策定意欲のある市町村に対し
て、策定までのプロセスに積極的
に関わり、県関係組織と連携した
支援を行う。

「ぐんま“まちづくり”ビジョン実現化推進
委員会」等による市町村がとりまとめた
アクションプログラム素案の協議・調整

＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

「ぐんま“まちづくり”ビジョン実現化推進
委員会」等による市町村がとりまとめた
アクションプログラム素案の協議・調整

H28

アクションプログラム策定市町村の公
募・決定

＜取組の目標＞
アクションプログラム策定市町村の人口が県人口に占める割合
70%

＜結果（取組結果）＞ ＜評価＞

策定市町村の都市の現状分析支援及
び分析結果の提供

＜参考指標＞
策定市町村数

＜結果（取組後の指標）＞

県と市町村によるアクションプログラム
策定ワークショップ開催
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

Ｂ
＜評価の理由＞
　市町村行財政体制強化のための支援やまちづくりの推進、
効果的な意見交換は着実に行われているが、権限移譲が進
んでいない。

Ｂ
＜評価の理由＞
　重点移譲リストに掲載の事務を含めた移譲先市町村の拡大
や、新規の事務移譲が行われるなど、前年度より権限移譲が
進んだ。

＜評価の理由＞

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

＜課題＞

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組①について】
・具体的なアクションが少なくて不満である。権限移譲に関しては、事務事
項の移譲に伴い、移譲先でMAN-POWER（マンパワー）が必要となるが、こ
の点はしっかり手当されることになっているのだろうか。質と共に量の移譲
も必要と考えるが。
・要因分析にある市町村の需要に関係なく、県民目線で委譲が必要であ
れば県主導でマンパワーも含めて市町村への委譲を進めるべきでない
か。
・権限移譲は、市町村の体制が整わない場合、県の人的支援とフォロー
の体制が必要である。
・市町村への権限譲渡の最大のメリットは、住民がきめ細やかな行政サー
ビスを受けられる点にある。このことを市町村へ説明し、速やかな権限譲
渡の実施を望む。
【具体的な取組②について】
・人事交流と研修は推進してもらいたい。
【具体的な取組④について】
・要因分析で、考え方に賛同した結果、策定市が増えたのではなく、なぜ
賛同していただけないのかを分析しなければならないのではないか。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

【具体的な取組①・②について】
・人事交流を通して、業務に精通した（特に専門分野）市町村の職員の育
成を期待する。（また、具体的提案で申し訳ないが、県税事務所への申
告等が市町村の税務課でできないか、検討いただきたい。）
【具体的な取組②について】
・改革内容イの結果が「△」となっているが、結果数値が89.1％で取組の
目標としていた90％に近いので、結果は「○」でよいと考えられる。
【具体的な取組③について】
・要因分析が記載されていない。実施結果評価Ａであれば目標達成要
因を記載すべき。
・次年度への課題欄の記載内容について、何が問題なのかが不明。
【具体的な取組④について】
・策定市町村数が１市増えたが、これは県の努力によるところが大きいの
かがはっきりしない。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

取組事項 (2)市町村との連携の推進 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.4～8　③　H26年度に作成したH27年度事業予定に合わせ
て、H27年度の工程見直し
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.2～5　①③　H27年度取組結果を踏まえ、H28年度の工程見
直し
H28.6　H27年度第三者評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
①　市町村への移譲事務数
②ア　市町村との人事交流職員数
②イ　市町村職員対象研修の業務への活用性（研修直後のアンケートにおいて、総

参加者数のうち、活用できる又はやや活用できると評価した人数の割合）

②ウ　個別診断も含めた市町村行財政診断の実施件数
③　県と市町村間で行った意見交換の実施形式及び回数並びに議事概
要の公開状況
④　アクションプログラムを策定し、ぐんま“まちづくり”ビジョン実現のための
取組みを行う市町村数

＜推進期間終了後の成果指標値＞
①
②ア
②イ
②ウ
③
④

＜評価＞ ＜評価の理由＞
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メモ
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群馬県行政改革大綱実施計画 平成28年6月現在

【具体的な取組】

①近隣都県等との広域連携の推進〔取組所属：◎総合政策室、各連携事業所管所属〕

【現状・課題（平成25年度時点）】 【改革内容】

【具体的工程】

年度

目標 1　県民目線の県政の実施 改革 改革4　地方分権改革と自治体間連携の推進 取組事項 (3)近隣都県等との連携の推進

＜取組の目標＞
ア　各連携事業の実施（北関東磐越五県知事会議）
イ　国への提案・要望の実施（北関東磐越五県知事会議）
ウ　各連携事業の実施（三県知事会議）
エ　国への提案・要望の実施（関東地方知事会）
オ　国への提案・要望の実施（全国知事会）

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○
ウ　○
エ　○
オ　○

＜評価＞

Ａ

北関東磐越五県知事会議の開
催

イ

東日本大震災からの早期復興な
ど、共通課題の解決に向け、国
への要望を実施（北関東磐越五
県知事会議）

①近隣都県等との広域連携の推進

　北関東磐越五県知事会議（福島・茨城・栃木・群馬・新潟）や、三県知事会議（群馬・埼玉・新潟）を通じた県境を越えた連携の推進によ
り、防災協定の締結、野生鳥獣による農作物等への被害対策、人事交流面での連携などで成果を創出してきた。
　また、関東地方知事会（東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・静岡・長野）、全国知事会に参画し、共通する課題について
意見交換や国への要望等を行ってきた。
　国内外を見据えた観光振興や東日本大震災からの復興など、広域的な課題や各都道府県で共通する課題の解決のため、今後も連携を
継続していく必要がある。

ア　北関東磐越五県による各連携事業の実施や北関東磐越五県知事会議を開催し、
連携を推進する。
イ　北関東磐越五県知事会議により共通課題の解決に向け、国への提案・要望を実施
する。
ウ　三県による各連携事業の実施や三県知事会議を開催し、連携を推進する。
エ　関東地方知事会を通じ、共通課題の解決に向けた国への提案・要望を実施する。
オ　全国知事会を通じ、共通課題の解決に向けた国への提案・要望を実施する。

計画（上段）・結果（下段）
取組状況

作　　業 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

＜参考指標＞
ア　北関東磐越五県による連携事業の数［25年度　8件］
イ　北関東磐越五県知事会議による国への提案･要望項目数
　　［25年度　3件］
ウ　三県による連携事業の数［25年度　4件］
エ　関東地方知事会による国への提案・要望項目数［25年度　25
項目］
オ　全国知事会議への参画状況［25年度　5回］

＜結果（取組後の指標値）＞
ア　8件
イ　5件
ウ　7件
エ　23項目
オ　4回

ウ

国内外を見据えた観光振興、貿
易振興、防災など三県による各
連携事業の実施

三県知事会議の開催

エ

関東地方知事会議への参画
＜要因分析＞
－

＜次年度への課題＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし地方分権改革の推進など各都

県に共通する課題について、国
等へ提案・要望を実施（関東地
方知事会）

オ

全国知事会議への参画

地方分権改革の推進など各都
道府県に共通する課題につい
て、国等へ提案・要望を実施（全
国知事会）

H26

ア

国内外を見据えた観光振興、鳥
獣被害対策、人事交流など北関
東磐越五県による各連携事業の
実施
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H27

ア

北関東磐越五県による各連携事
業の実施

三県による各連携事業の実施

三県知事会議の開催

エ

関東地方知事会議への参画
＜要因分析＞
－

＜次年度への課題＞
なし

＜課題を踏まえての対応＞
なし各都県に共通する課題につい

て、国等へ提案・要望を実施（関
東地方知事会）

オ

全国知事会議への参画

地方分権改革の推進など各都
道府県に共通する課題につい
て、国等へ提案・要望を実施（全
国知事会）

＜取組の目標＞
ア　各連携事業の実施（北関東磐越五県知事会議）
イ　国への提案・要望の実施（北関東磐越五県知事会議）
ウ　各連携事業の実施（三県知事会議）
エ　国への提案・要望の実施（関東地方知事会）
オ　国への提案・要望の実施（全国知事会）

＜結果（取組結果）＞
ア　○
イ　○
ウ　○
エ　○
オ　○

＜評価＞

Ａ

北関東磐越五県知事会議の開
催

イ
共通課題の解決に向け、国への
要望を実施（北関東磐越五県知
事会議）

＜参考指標＞
ア　北関東磐越五県による連携事業の数
イ　北関東磐越五県知事会議による国への提案･要望項目数
ウ　三県による連携事業の数
エ　関東地方知事会よる国への提案・要望項目数
オ　全国知事会議への参画状況

＜結果（取組後の指標値）＞

ア　7件
イ　6件
ウ　5件
エ　24項目
オ　5回

ウ

＜参考指標＞
ア　北関東磐越五県による連携事業の数
イ　北関東磐越五県知事会議による国への提案･要望項目数
ウ　三県による連携事業の数
エ　関東地方知事会よる国への提案・要望項目数
オ　全国知事会議への参画状況

＜結果＞

ウ

三県による各連携事業の実施

三県知事会議の開催

エ

関東地方知事会議への参画
＜要因分析＞ ＜次年度への課題＞ ＜課題を踏まえての対応＞

北関東磐越五県知事会議の開
催

イ
共通課題の解決に向け、国への
要望を実施（北関東磐越五県知
事会議）

各都県に共通する課題につい
て、国等へ提案・要望を実施（関
東地方知事会）

オ

全国知事会議への参画

地方分権改革の推進など各都
道府県に共通する課題につい
て、国等へ提案・要望を実施（全
国知事会）

H28

ア

北関東磐越五県による各連携事
業の実施

＜取組の目標＞
ア　各連携事業の実施（北関東磐越五県知事会議）
イ　国への提案・要望の実施（北関東磐越五県知事会議）
ウ　各連携事業の実施（三県知事会議）
エ　国への提案・要望の実施（関東地方知事会）
オ　国への提案・要望の実施（全国知事会）

＜結果＞ ＜評価＞
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【全体を通じた成果評価（中間評価）】

【総合評価（最終評価）】 【改訂履歴】

平成２８年度

Ａ

＜評価の理由＞
　各知事会を通じて県境を越えた連携事業を推進し、また共
通する課題について意見交換や国への要望等を実施し、広
域連携を推進した。

Ａ

＜評価の理由＞
　前年度に引き続き、各知事会を通じて県境を越えた連携事
業を推進し、また共通する課題について意見交換や国への要
望等を実施し、広域連携を推進した。

＜評価の理由＞

平成２６年度 平成２７年度

＜課題＞

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・達成度が試される領域。国等への提案・要望のについての実現度合が
試される。成果が上がってＡだろうと言うのが本音。
・広域連携が進んでいるようであるが、今後の成果が期待される。
・今後も、観光振興や地方分権等で連携を益々図っていただきたい。
・大災害への対応や野生鳥獣被害対策は広域連携が非常に重要であ
る。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞
・道州制議論にもあるように、生活地域の広域化に伴って、県を跨ぐ事業
連携等が必要になると思われる。積極的に活用して欲しい。

＜行政改革評価・推進委員会の意見＞

取組事項 (3)近隣都県等との連携の推進 H27.4～8　H26年度自己評価の実施
H27.9～10　H26年度第三者評価の実施
H28.2～5　H27年度自己評価の実施
H28.6　H27年度第三者評価の実施

＜推進期間終了後の成果指標＞
①-1　各知事会において、実施した国への提案･要望数
①-2　各知事会議において、各県で連携して実施した連携事業数

＜推進期間終了後の成果指標値＞
①-1
①-2

＜評価＞ ＜評価の理由＞
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メモ
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